
第15期定時株主総会招集ご通知に際しての 

イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項 

事業報告の「当社の新株予約権等に関する事項」 

連結計算書類の「連結注記表」 

計算書類の「個別注記表」 

株式会社 山口フィナンシャルグループ 

2020年 4月 1日から 

2021年 3月31日まで 



事業報告の「当社の新株予約権等に関する事項」 

当社の新株予約権等に関する事項 

（１）事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等 

新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を有する者の

人数 

取締役 

（監査等委員であるもの

及び社外取締役を除く）

①名称 

株式会社山口フィナンシャルグループ第１回新

株予約権 

②目的となる株式の種類及び数 

普通株式7,800株 

③権利行使価格（1株当たり） 

1円 

④新株予約権の行使期間 

2011年11月1日～2041年10月31日 

⑤新株予約権の主な行使条件 

子銀行取締役の地位を喪失した日の翌日から10

日を経過する日までに限り、新株予約権を行使

できるものとする。 

1名 

（新株予約権の数78個） 

①名称 

株式会社山口フィナンシャルグループ第2回新

株予約権 

②目的となる株式の種類及び数 

普通株式20,200株 

③権利行使価格（１株当たり） 

１円 

④新株予約権の行使期間 

2012年７月31日～2042年７月30日 

⑤新株予約権の主な行使条件 

子銀行取締役の地位を喪失した日の翌日から10

日を経過する日までに限り、新株予約権を行使

できるものとする。 

1名 

（新株予約権の数119個） 

①名称 

株式会社山口フィナンシャルグループ第3回新

株予約権 

②目的となる株式の種類及び数 

普通株式21,900株 

③権利行使価格（1株当たり） 

1円 

④新株予約権の行使期間 

2013年７月24日～2043年７月23日 

⑤新株予約権の主な行使条件 

子銀行取締役の地位を喪失した日の翌日から10

日を経過する日までに限り、新株予約権を行使

できるものとする。 

1名 

（新株予約権の数91個） 

①名称 

株式会社山口フィナンシャルグループ第4回新

株予約権 

②目的となる株式の種類及び数 

普通株式34,200株 

③権利行使価格（1株当たり） 

１円 

④新株予約権の行使期間 

2014年７月30日～2044年７月29日 

⑤新株予約権の主な行使条件 

子銀行取締役の地位を喪失した日の翌日から10

日を経過する日までに限り、新株予約権を行使

できるものとする。 

2名 

（新株予約権の数126個） 



新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を有する者の

人数 

取締役 

（監査等委員であるもの

及び社外取締役を除く）

①名称 

株式会社山口フィナンシャルグループ第5回新

株予約権 

②目的となる株式の種類及び数 

 普通株式31,600株 

③権利行使価格（１株当たり） 

 １円 

④新株予約権の行使期間 

 2015年8月26日～2045年8月25日 

⑤新株予約権の主な行使条件 

子銀行取締役の地位を喪失した日の翌日から10

日を経過する日までに限り、新株予約権を行使

できるものとする。 

2名 

（新株予約権の数85個） 

社外取締役 

（監査等委員であるもの

を除く） 

－ － 

監査等委員である取締役 － － 

（２）事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等 

該当ありません。 



連結計算書類の「連結注記表」 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいております。 

連結計算書類の作成方針 

（１）連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等        19社 

会社名 

株式会社山口銀行 

株式会社もみじ銀行 

株式会社北九州銀行 

ワイエム証券株式会社 

株式会社井筒屋ウィズカード 

ワイエムコンサルティング株式会社 

株式会社ＹＭＦＧ ＺＯＮＥプラニング 

三友株式会社 

株式会社ワイエム保証 

ワイエムアセットマネジメント株式会社 

ワイエムリース株式会社 

株式会社やまぎんカード 

もみじ地所株式会社 

株式会社ワイエムライフプランニング 

株式会社保険ひろば 

株式会社データ・キュービック 

株式会社ＹＭキャリア 

にしせと地域共創債権回収株式会社 

株式会社イネサス 

なお、にしせと地域共創債権回収株式会社及び株式会社イネサスは、設立により当連結会計年度から連結して

おります。 

② 非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

なお、前連結会計年度において持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等であった、メイプル・ファンディ

ング・コーポレーションは当連結会計年度に清算しております。 

（２）持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

② 持分法適用の関連法人等           ２社 

会社名 

ワイエムセゾン株式会社 

もみじカード株式会社 

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

なお、前連結会計年度において持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等であった、メイプル・ファンディ

ング・コーポレーションは当連結会計年度に清算しております。 

④ 持分法非適用の関連法人等 

該当ありません。 

（３）連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。 

３月末日    19社 

（４）のれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、主として10年間の定額法により償却を行っております。 



会計方針に関する事項 

（１）有価証券の未収配当金の計上基準 

市場価格のある株式に係る、その他利益剰余金の処分による株式配当金（但し、配当財産が金銭の場合のみ。）

は、発行会社の株主総会、取締役会又はその他決定権限を有する機関において行われた配当金に関する決議の効力

が発生した日の属する連結会計年度に計上しております。 

（２）特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得

る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特

定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び

「特定取引費用」に計上しております。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワップ・先

物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等につ

いては前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連

結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

（３）有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券について

は原則として連結決算日の市場価格等（株式は連結決算期末月１カ月の市場価格の平均）に基づく時価法（売却原価は主

として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による

原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額（為替変動による評価差額を除く。為替変動による評価差額は、その他業務収益又は

その他業務費用に含まれる外国為替売買損益に含む。）については、全部純資産直入法により処理しております。 

（４）金銭の信託の評価基準及び評価方法 

金銭の信託における信託財産の評価は、時価法により行っております。 

（５）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

（６）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び銀行業を営む連結される子会社の有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物

（建物附属設備を除く。）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し

ております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ７年 ～ 50年 

その他  ２年 ～ 15年 

銀行業以外の連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、税法基準に基づき、主として定率法により

償却しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社並びに連

結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期

間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めが

あるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

（７）貸倒引当金の計上基準 

銀行業を営む連結される子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針｣（日本公認会計士協会銀行

等監査特別委員会報告第４号 2020年10月８日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一

定の種類毎に分類し、主として今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想

損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平

均値に、将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担

保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻

先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込

額を控除した残額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び自己査定実施部署が資産査定を実施しております。 

銀行業以外の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要

と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上して

おります。 



（８）賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年

度に帰属する額を計上しております。 

（９）役員退職慰労引当金の計上基準 

銀行業以外の連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるた

め、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上し

ております。 

（10）役員株式給付引当金の計上基準 

役員株式給付引当金は、当社及び当社子会社（当社グループ内銀行（山口銀行、もみじ銀行及び北九州銀行）及

びワイエム証券、本項目において以下同じ。）が定める役員株式給付規程に基づき、当社及び当社子会社の取締役

（監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。）及び執行役員（以下、「対象取締役等」とい

う。）への当社株式の給付等に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき、計上して

おります。 

（11）利息返還損失引当金の計上基準 

利息返還損失引当金は、連結される子会社及び子法人等が将来の利息返還の請求に伴う損失に備えるため、「消費

者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別

委員会実務指針第37号 2012年５月15日）を踏まえ、過去の返還状況等を勘案した必要額を計上しております。 

（12）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻

請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

（13）ポイント引当金の計上基準 

ポイント引当金は、クレジットカード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、クレジットカード会員に付与

したポイントの使用により発生する費用負担に備えるため、当連結会計年度末における将来使用見込額を計上してお

ります。 

（14）特別法上の引当金の計上基準 

特別法上の引当金は、ワイエム証券が計上した金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引等に

関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の５及び金融商品取引業等に関する内閣府

令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。 

（15）退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算

定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（２年）による定額法により費用処理 

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10～11年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理 

なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

（16）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当社並びに連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、連結決算日の為替相場による

円換算額を付しております。 

（17）投資信託解約損益の計上基準 

銀行業を営む連結される子会社における投資信託の解約に係る処理は、取引毎に発生した解約損・解約益を相殺せず、解

約損の金額は「その他業務費用」に含まれる「国債等債券償還損」へ、解約益の金額は「有価証券利息配当金」へそれぞれ

計上しております。 

（追加情報） 

「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年３月31日）を当

連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計

処理の原則及び手続を新たに開示しております。 

（18）リース取引等に関する収益及び費用の計上基準 

① ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。なお、売上高については「その他業務収益」

へ、売上原価については「その他業務費用」へそれぞれ計上しております。 

② 割賦販売取引の売上高及び売上原価の計上基準 

割賦契約による支払期日を基準として、当該経過期間に対応する割賦売上高及び割賦原価を計上しております。なお、

割賦売上高については「その他業務収益」へ、割賦原価については「その他業務費用」へそれぞれ計上しております。

また、期日未到来の割賦債権に対応する割賦未実現利益は繰延処理をしており「その他負債」へ計上しております。 



（19）重要なヘッジ会計の方法 

① 金利リスク・ヘッジ 

銀行業を営む連結される子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお

ける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 

2020年10月８日 以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ

手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。 

② 為替変動リスク・ヘッジ 

銀行業を営む連結される子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実

務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取

引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジ

ション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

なお、連結される子会社及び子法人等の一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

（20）消費税等の会計処理 

当社並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、

税抜方式によっております。 

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。 

（21）連結納税制度の適用 

当社並びに国内の連結される一部の子会社は、当社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。

重要な会計上の見積り 

（１）貸倒引当金 

以下の事項は、全て銀行業を営む連結される子会社（山口銀行、もみじ銀行及び北九州銀行で、以下「当社グルー

プ内銀行」という。）に関するものであります。 

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

当連結会計年度末における当社グループ内銀行の連結消去前の貸出金合計額は7,963,538百万円であり、これに対応する

貸倒引当金の金額は69,505百万円であります。 

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

a.算出方法 

当社グループ内銀行では、貸出金を含むすべての債権を、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び自己査定

実施部署が資産査定を実施しております。資産査定においては、債務者の信用リスクの状況に応じて、財務内容を

始めとする定量的な情報に加え、将来予測情報を含む定性的要因も勘案した上で債務者区分を判定しております。

また、合理的で実現可能性が高い経営改善計画が策定されている等、一定の条件を充足する場合においては、その

内容も加味して債務者区分の判定を実施しております。 

貸倒引当金の計上につきましては、「会計方針に関する事項」の「（７）貸倒引当金の計上基準」に記載のとおりであ

ります。 

b.主要な仮定 

当社グループの主たる営業基盤となっている山口県、広島県及び北九州市においては、人口減少や少子高齢化、事業の

後継者不足等の課題を抱えていることに加え、足許では新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、企業収益の

低下や個人消費の減少等、先行きの不透明な状況に直面しております。 

当社グループは、これらの状況に対処するべく、地方創生や地域経済活性化を実現するための施策の一環として、事業

性評価活動を実践しており、中でも経営改善支援が必要と判断した債務者を「経営改善支援取組み先」として指定し、支

援に注力しております。 

経営改善支援取組み先に対する債務者区分の判定は、当該支援を前提とした経営改善計画の合理性及び実現可能性の判

断といった将来予測情報に対する見積り等に基づき実施しております。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済への影響は、今後一定期間継続すると想定しております。当社

グループは個々の貸出先の状況を適時適切に把握するとともに、各種支援制度等の活用を含め、資金繰り等お客様の事業

継続等に必要な様々な支援を実施していることから、貸出金の与信費用への影響は限定的であるとの仮定を置いて貸倒引

当金を算定しております。 

c.翌年度の連結計算書類に与える影響 

実際の貸倒れが損失見込額を上回り、貸倒引当金が不十分となることや、経済情勢全般の悪化、担保価値の下落、その

他予期せざる事由により、設定した基準及び損失見込額を変更する必要が生じ、貸倒引当金の積み増しをすることで、経

営成績及び財政状態に重要な影響を与える可能性があります。 

また今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束に向かわず長期間継続、または一層進行する場合等において、

さらに経営環境が悪化した場合には、翌連結会計年度における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。 



（２）のれんの評価 

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

当連結会計年度末における「のれん」の連結貸借対照表計上額は2,339百万円、「のれん」の「減損損失」の連結損益計

算書計上額はありません。 

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

a.算出方法 

連結計算書類に計上したのれんを含む固定資産に減損の兆候がある場合であって、対象資産から得られる割引前

将来キャッシュ・フローの総額がのれんを含む固定資産の帳簿価額を下回る場合、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、帳簿価額の減少額を減損損失として認識することとしております。 

のれんは主に連結子会社である保険ひろば買収時に計上したものであります。保険ひろばは西日本エリアを中心

に店舗を展開する保険乗合代理店であります。保険ひろばは、当連結会計年度において、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の影響も相俟って来店客数が大幅に減少し、売上が減少したことにより、業績が悪化したことから、

のれんを含む事業において減損の兆候があると判断しました。このため、減損損失の認識要否の検討を行った結果、

割引前将来キャッシュ・フローがのれんを含む対象固定資産の帳簿価額を上回ると判断したことから、減損損失は

認識しておりません。 

b.主要な仮定 

割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、保険ひろばの経営者が策定した利益計画に基づいております。当該

利益計画は、過去の実績を基礎として将来の見通しに関する経営者の評価を反映したものであり、各種施策による

将来の来店客数の増加及びそれに伴う売上の増加を主要な仮定として織り込んでおります。 

c.翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 

上述の各種施策による将来の来店客数増加及びそれに伴う売上の増加の予測は高い不確実性を伴うことから、翌

連結会計年度において実績が計画を著しく下回った場合には、将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及

ぼし、その結果として減損損失が発生する可能性があります。 

表示方法の変更 

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用） 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度の年度末に

係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。 

なお、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係

る内容を記載しておりません。 

追加情報 

（従業員持株ＥＳＯＰ信託） 

当社は、当社及び当社グループ従業員（以下、「従業員」という。）の福利厚生の充実を目的とした、「従業員持株ＥＳＯＰ

信託」を導入しておりましたが、2021年３月をもって終了しております。 

（１）取引の概要 

当社が「山口フィナンシャルグループ従業員持株会」（以下、「当社持株会」という。）に加入する従業員のうち一定の

要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は2017年３月から５年間にわたり当社持株会が取得すると見込ま

れる数の当社株式を一括して取得し、その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却した結果、2020年12月

に全ての株式を売却し、2021年３月をもって終了しております。 

（２）信託に残存する自社の株式 

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計

上しておりましたが、信託が保有する当社の株式を全て売却しているため、当連結会計年度末において、信託に残存

する当社株式はありません。 

（３）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 

2020年12月に全ての株式を売却し、2021年３月をもって終了しているため、当連結会計年度末における総額法の適

用により計上された借入金の帳簿価額はありません。 

（株式給付信託（ＢＢＴ）） 

当社は、当社及び当社子会社（当社グループ内銀行（山口銀行、もみじ銀行及び北九州銀行）及びワイエム証券、本項

目において以下同じ。）の対象取締役等が中長期的な当社グループの業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ

とを目的とした、「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しております。 

（１）取引の概要 

当社が拠出する金銭を原資として当社の普通株式を信託を通じて取得し、対象取締役等に対して、当社及び当社子会社が

定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を退任日時点の株価で換算した金額

相当の金銭を、信託を通じて給付いたします。 

（２）信託に残存する自社の株式 

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計

上しております。 

当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は805百万円、株式数は921千株であります。 



（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い） 

当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設されたグル

ープ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、

「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020

年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018

年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて

おります。 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式総額（連結子会社及び連結子法人等の株式を除く。）27百万円 

２．貸出金のうち、破綻先債権額は22,493百万円、延滞債権額は66,572百万円であります｡ 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。

以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第１項第３号イ

からホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は444百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先

債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は10,629百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞

債権に該当しないものであります。 

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は100,140百万円であります。 

なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

６．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形

及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、  

20,647百万円であります。 

７．ローン・パーティシペーションで「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会計士協会会計制

度委員会報告第３号 2014年11月28日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、

連結貸借対照表計上額は、2,782百万円であります。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

現金預け金              13百万円 

有価証券            588,439百万円 

貸出金             633,487百万円 

担保資産に対応する債務 

預金               39,569百万円 

債券貸借取引受入担保金     326,414百万円 

借用金            613,500百万円 

上記のほか、為替決済、デリバティブ取引、信託事務及び公金事務取扱等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代

用として、次のものを差し入れております。 

有価証券              23,224百万円 

また、その他資産には、保証金、公金事務取扱担保金、金融商品等差入担保金、為替決済差入担保金、金融先物取引証

拠金及び債券先物取引証拠金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。 

保証金               2,220百万円 

公金事務取扱担保金        1,198百万円 

金融商品等差入担保金       22,503百万円 

為替決済差入担保金        76,400百万円 

金融先物取引証拠金          10百万円 

債券先物取引証拠金       1,000百万円 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規

定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約

に係る融資未実行残高は949,071百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消

可能なものが774,025百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当社並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これ

らの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結される子会社及び子

法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられておりま



す。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めて

いる行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じて

おります。 

１０．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、銀行業を営む連結される子会社の事業用の土地

の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に

計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日  1998年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める、地価税法第16条に規定

する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定し

た価額に基づいて、合理的な調整を行って算出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評

価後の帳簿価額の合計額との差額 15,005百万円 

１１．有形固定資産の減価償却累計額    80,145百万円 

１２．有形固定資産の圧縮記帳額        8,146百万円 

１３．社債は、全額が実質破綻時免除特約及び劣後特約付社債であります。 

１４．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額は   

33,260百万円であります。 

（連結損益計算書関係） 

１．「その他の経常収益」には、株式等売却益19,294百万円、投資事業組合等利益343百万円を含んでおります。 

２．「その他の経常費用」には、貸倒引当金繰入額8,964百万円、金銭の信託運用損3,680百万円、株式等売却損655百万円、投

資事業組合等損失574百万円、株式等償却512百万円を含んでおります。 

３．当連結会計年度において、次の資産について減損損失を計上しております。 

地 域 主な用途 種 類 減損損失 

広島県内 営業用資産 建物・動産 182百万円

山口県内 営業用資産 土地・建物・動産 155百万円

愛知県内 営業用資産 建物 36百万円

東京都内 福利厚生施設（売却予定資産） 建物 5百万円

福岡県内 営業用資産 建物・動産 1百万円

合 計   381百万円

当社及び銀行業・証券業を営む連結される子会社は、営業用資産については管理会計上の最小単位である営業店単位で、

遊休資産については原則として各資産単位でグルーピングを行っております。また、本店、事務センター、研修所、社

宅・寮等については、銀行業を営む連結される子会社全体に関連する資産であるため共用資産としております。 

銀行業・証券業以外の連結される子会社は、原則として各社単位でグルーピングを行っております。 

営業キャッシュ・フローの低下した営業用資産、移転や廃止の決定及び売却方針とした上記の資産について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額の合計額381百万円を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、

建物（退店費用を含む）248百万円、土地132百万円、動産１百万円であります。 

なお、当連結会計年度において減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であり、正味売却価額は、処分

見込価額から処分費用見込額を控除して算定しております。 

４．債務保証損失は、従業員持株ＥＳＯＰ信託が借入債務を完済できず、当社が弁済した金額を計上しております。 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株） 

  当連結会計年度

期首株式数 

当連結会計年度

増加株式数 

当連結会計年度

減少株式数 

当連結会計年度

末株式数 
摘要 

発行済株式      

 普通株式 264,353 － － 264,353  

 合  計 264,353 － － 264,353  

自己株式      

 普通株式 10,559 7,160 549 17,171 (注)１,２,３,４ 

 合  計 10,559 7,160 549 17,171  

（注）１ 自己株式の増加株式数7,160千株は、市場買付による増加7,159千株、単元未満株式の買取による増加１

千株であります。 

２ 自己株式の減少株式数549千株は、従業員持株ＥＳＯＰ信託から当社持株会への売却による減少456千株、

株式給付信託（ＢＢＴ）の権利行使による減少84千株、新株予約権の権利行使による減少８千株、単元

未満株式の買増請求による売渡による減少０千株であります。 



３ 従業員持株ＥＳＯＰ信託所有の自己株式は、当連結会計年度期首株式数に456千株含まれております。

なお、信託が保有する当社の株式を全て売却しているため、当連結会計年度末において、信託に残存す

る当社株式はありません。 

４ 株式給付信託（ＢＢＴ）所有の自己株式は、当連結会計年度期首株式数に1,005千株及び当連結会計年

度末株式数に921千株含まれております。 

２．新株予約権に関する事項 

区分
新株予約権の内

訳 

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（百万円）

摘要当連結会計

年度期首 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

当社

ストック・オプ

ションとしての

新株予約権 

－ 117  

合計  － 117  

３．配当に関する事項 

（１）当連結会計年度中の配当金支払額 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

2020年５月15日取

締役会 
普通株式 

3,063百万円

(注)１
12.00円 2020年３月31日 2020年６月26日 

2020年11月13日取

締役会 
普通株式 

3,283百万円

(注)２
13.00円 2020年９月30日 2020年12月10日 

合計  6,346百万円

（注）１ 配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託及び株式給付信託（ＢＢＴ）に対する配当金17百万円を含

めております。 

２ 配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託及び株式給付信託（ＢＢＴ）に対する配当金14百万円を含

めております。 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

2021年５月14日

取締役会 
普通株式 

3,225百万円

（注）
利益剰余金 13.00円 2021年３月31日 2021年６月28日

（注）配当金の総額には、株式給付信託（ＢＢＴ）に対する配当金11百万円を含めております。 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当社グループは、銀行業務を中心として、証券業務、クレジットカード業務など、地域密着型の総合金融サービスを

展開しております。このため、グループとして、信用リスク、市場リスク、流動性リスクなどさまざまなリスクを抱え

ており、これらのリスクは、経済・社会・金融環境などの変化により、多様化・複雑化しております。こうした状況を

踏まえ、グループとして、リスク管理体制の強化を重要課題の一つとして捉え、健全性の維持・向上に努めるとともに、

グループ共通の「リスク管理規程」を制定し、リスク管理に対する基本的な方針を明確にしております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

保有する金融資産は、主としてお取引先に対する貸出金であり、契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒さ

れております。また、有価証券は、主に債券、株式、投資信託などであり、売買目的、満期保有目的、純投資目的及び

事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リ

スクに晒されております。 

金融負債については、預金、譲渡性預金を中心として、コールマネーなど市場からの調達も行っておりますが、必要

な資金が確保できなくなるなどの流動性リスクのほか、金融経済環境の変化等に伴う金利リスクに晒されております。 

デリバティブ取引については、資産・負債に内在する市場リスクのヘッジ手段、及びお客様のニーズに応じた商品提

供手段等として位置付けております。金利関連及び有価証券関連デリバティブ取引は、長期にわたり金利が固定される

貸出金・預金や有価証券等に対して、将来の金利変動や価格変動が収益等に及ぼす影響を限定するためのヘッジを主目

的として利用しております。また、通貨関連デリバティブ取引については、将来の為替変動に伴う収益変動等の回避、

外貨資金の安定調達、及びお客様への商品提供を主目的として利用しております。なお、相場変動による収益獲得を目

的とした取引については、リスクリミット及び損失限度額などの厳格な基準を定めたうえで、限定的な取扱いを行って

おります。 

金利関連及び有価証券関連デリバティブ取引は金利や価格の変動を、また通貨関連デリバティブ取引は為替の変動を

市場リスク要因として有しております。また、取引所取引以外の取引は、取引相手の財務状況の悪化等により契約不履

行による損失が発生する信用リスク要因を有しております。 

ヘッジ会計の利用にあたっては、事前に定められた適用要件を満たしていることを確認したうえで、繰延ヘッジを適

用しております。ヘッジ手法については、主に同種類のリスクを持つ資産を特定したうえで、包括的にヘッジを行う包

括ヘッジを行っております。また、一部の取引については、金利スワップの特例処理を適用しております。 



（３）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

信用格付制度の適切な運用により、お取引先の実態把握や正確な信用リスク評価に努めており、お取引先の決算期や

信用状態の変化時に適時適切に格付の見直しを行うことで信用力評価の精度を高めております。 

自己査定については、グループの統一基準に基づいて厳格に行い、自己査定結果に基づく償却・引当も適正に実施し

て、その妥当性については、検証部署による内容の検証、独立性を堅持した監査部署による内部監査を行っております。 

また、個別案件審査においては、各子銀行の規模や特性に応じた審査体制を導入し、地域特性や業種特性などを勘案

したきめ細やかな審査を行うとともに、ポートフォリオ管理面でも、信用リスク計量化に基づく、格付別、業種別、地

区別といったリスク管理の高度化に努めております。 

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、リスク統括部署に

おいて、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。 

② 市場リスクの管理 

市場リスクに関する管理プロセスを構築し、内在する市場リスクを特定するとともに、定量的な測定を実施しており

ます。そのうえで、市場リスクを許容水準にコントロールするために、ALM（資産・負債総合管理）体制を導入、グルー

プALM委員会を定期的に開催し状況に応じた対応を図っております。 

また、市場リスクの状況については、定期的な評価を行い、リスク・コントロールの適切性などについて、検証を実

施しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

預金による資金調達が大半を占めており、安定した調達基盤のもと、緻密な予測に基づいた資金管理を行い、主とし

て金融市場での資金コントロールにより資金繰りを行っております。 

資金繰り管理においては、流動性リスクを抑制し、安定性を確保するとともに、不測の事態に備え、流動性の高い資

産を準備するなど流動性リスク管理には万全を期しております。 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお

ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額

が異なることもあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、連結貸借対

照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。また、時価を把握することが極めて困難と認め

られる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。 

（単位：百万円） 

連結貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）現金預け金 1,807,659 1,807,659 －

（２）コールローン及び買入手形 9,188 9,188 －

（３）金銭の信託 35,093 35,093 －

（４）有価証券 

満期保有目的の債券 31,621 31,992 371

その他有価証券 1,731,870 1,731,870 －

（５）貸出金 7,894,126

貸倒引当金（※）１ △69,721

 7,824,404 7,913,644 89,239

資産計 11,439,837 11,529,448 89,610

（１）預金 9,607,290 9,607,562 271

（２）譲渡性預金 404,284 404,288 4

（３）コールマネー及び売渡手形 167,152 167,152 －

（４）債券貸借取引受入担保金 326,414 326,414 －

（５）借用金 638,352 637,903 △449

負債計 11,143,494 11,143,321 △173

デリバティブ取引（※）２ 

ヘッジ会計が適用されていないもの (6,549) (6,549) －

ヘッジ会計が適用されているもの (5,503) (5,503) －

デリバティブ取引計 (12,052) (12,052) －

（＊）１ 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

２ 特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デ

リバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては、（ ）で表示しております。 



（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

（１）現金預け金 

約定期間が短期間（１年以内）又は満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を

時価としております。 

（２）コールローン及び買入手形 

約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

（３）金銭の信託 

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、株式

は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。 

なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「（金銭の信託関係）」に記載しております。 

（４）有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は外部の情報ベンダーから入手した価格によっております。投資信託は取

引所の価格又は投資信託委託会社の公表する基準価格によっております。 

自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに元利金の合計額を無リスクの利子率に内部格付区分ごとの信

用コストを上乗せした利率で割り引いて時価を算定しております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に記載しております。 

（５）貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なって

いない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸

出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに元利金の合計額を、事業性貸出金については無リスクの利子率に内部

格付区分ごとの信用コストを上乗せした利率で、消費性貸出金については同様の新規貸出を行った場合に想定される利率

で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸

倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除

した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似

しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

負 債 

（１）預金、及び（２）譲渡性預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預

金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割

引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

（３）コールマネー及び売渡手形、及び（４）債券貸借取引受入担保金 

約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

（５）借用金 

約定期間が短期間（１年以内）のもの、又は変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社並びに連

結される子会社及び子法人等の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似している

と考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。約定期間が長期間（１年超）で固定金利によるものは、

一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価

値を算定しております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨先物、通貨

オプション、通貨スワップ等）、株式関連取引（株式指数先物）、債券関連取引（債券先物、債券先物オプション等）で

あり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。 

なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その

時価は当該貸出金の時価に含めて記載しております。 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価

情報の「資産（４）その他有価証券」には含まれておりません。 

                         （単位：百万円） 

区分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式（＊）１,２ 7,465

② 組合出資金（＊）３ 14,604

合計 22,070



（＊）１ 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示

の対象とはしておりません。 

２ 当連結会計年度において、非上場株式について54百万円減損処理を行っております。 

３ 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成され

ているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券が含まれております。 

１．売買目的有価証券（2021年３月31日現在） 

 当連結会計年度の損益に含まれた 

評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 △0

２．満期保有目的の債券（2021年３月31日現在） 

種類 
連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの 

地方債 3,930 3,970 40

社債 23,832 24,173 340

小計 27,762 28,143 380

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの 

地方債 3,270 3,262 △7

社債 588 585 △2

小計 3,858 3,848 △9

合 計 31,621 31,992 371

３．その他有価証券（2021年３月31日現在） 

種類 
連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

株式 93,820 31,881 61,938 

債券 273,616 272,426 1,189 

国債 2,094 1,806 288 

地方債 113,740 113,379 361 

社債 157,780 157,241 539 

その他 83,749 83,007 742 

小計 451,186 387,315 63,870 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 12,181 14,011 △1,830 

債券 694,711 707,554 △12,842 

国債 446,712 458,569 △11,857 

地方債 155,407 155,946 △539 

社債 92,591 93,038 △446 

その他 573,791 595,194 △21,403 

小計 1,280,684 1,316,760 △36,076 

合 計 1,731,870 1,704,076 27,793 

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

該当ありません。 

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

株式 15,293 11,514 16

債券 535,408 1,732 2,379

 国債 442,674 509 2,379

 地方債 3,113 49 －

 社債 89,620 1,174 －

その他 803,113 17,599 1,653

合  計 1,353,815 30,847 4,049

６．保有目的を変更した有価証券 

該当ありません。 

７．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時

価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについ

ては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以

下、「減損処理」という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は株式457百万円であります。 



また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおり定めております。 

時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合は、「著しく下落した」と判断しております。ただし、株式及び

これに準ずる有価証券については、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した場合は、発行会社の信用リ

スク（自己査定における債務者区分、外部格付等）、過去の一定期間の下落率を勘案して、「著しく下落した」か

どうかを判断しております。 

（金銭の信託関係） 

１．運用目的の金銭の信託（2021年３月31日現在） 

   連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

当連結会計年度の損益に含まれた 

評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 4,672 －

２．満期保有目的の金銭の信託（2021年３月31日現在） 

該当ありません。 

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2021年３月31日現在） 

連結貸借対照表

計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

うち連結貸借対照

表計上額が取得原

価を超えるもの

（百万円） 

うち連結貸借対照

表計上額が取得原

価を超えないもの

（百万円） 

その他の金銭の 

信託 
30,420 30,932 △511 － △511

（注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないも

の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額                     2,729円94銭 

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額         99円63銭 



計算書類の「個別注記表」 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

［重要な会計方針に係る事項に関する注記］ 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、関係会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決

算日の市場価格等（株式は決算期末月１カ月の市場価格の平均）に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法

により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により

行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産及び賃貸資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016

年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物      ：10年～50年 

工具、器具及び備品：２年～15年 

（２）無形固定資産（賃貸資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、当社における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数と 

した定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるもの 

は当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

（４）賃貸資産 

賃貸資産のうち、有形固定資産は定率法により、無形固定資産は定額法によりそれぞれ償却しております。 

なお、資産の見積耐用年数を償却年数とし、期間満了時の処分見積価額を残存価額として償却しております。 

３．繰延資産の処理方法 

社債発行費は資産として計上し、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。 

４．引当金の計上基準 

（１）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度

に帰属する額を計上しております。 

（２）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末

までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上

の差異の費用処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（２年）による定額法により 

       費用処理 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による 

定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理する方法に 

よっております。 

（３）役員株式給付引当金 

役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく取締役（監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外

取締役を除く。）及び執行役員（以下、「対象取締役等」という。）への当社株式の給付等に備えるため、当事業

年度末における株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。 

５．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

６．連結納税制度の適用 

当社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。 

[重要な会計上の見積り]  

（関係会社株式の評価） 

① 当事業年度末の計算書類に計上した金額 

当事業年度末における関係会社株式に含まれる市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は447,499百万円 

であり、これには時価の把握が困難であり超過収益力を加味して取得した株式会社保険ひろばの株式3,427百万円（以下

「保険ひろば株式」という。）が含まれております。 



② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

a.算出方法 

時価の把握が困難な有価証券については、実質価額が取得原価よりも著しく低下した場合には、その差額を当期の損失

として処理することとしております。具体的には、実質価額が取得原価に比べて 50%以上低下した場合に、回復可能性が十

分な証拠によって裏付けられる場合を除き、「著しく低下した」と判断することとしております。 

保険ひろば株式の評価の基礎となる実質価額の算定にあたっては、同社の純資産額に、同社取得時に算定した超過収益

力を加味しております。保険ひろば株式に含まれる超過収益力は、連結計算書類において「のれん」として計上しており

ます。 

b.主要な仮定 

超過収益力算定の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積りは保険ひろばの経営者が策定した利益計画に基づいてお

ります。当該利益計画は、過去の実績を基礎として将来の見通しに関する経営者の評価を反映したものであり、各種施策

による将来の来店客数の増加及びそれに伴う売上の増加を主要な仮定として織り込んでおります。 

c.翌事業年度の計算書類に与える影響 

各種施策による将来の来店客数増加及びそれに伴う売上の増加の予測は高い不確実性を伴うことから、翌事業年度にお

いて実績が計画を著しく下回った場合に、超過収益力の見積りに重要な影響を及ぼし、その結果として評価損が発生する

可能性があります。 

［追加情報］ 

（従業員持株ＥＳＯＰ信託） 

当社は、当社及び当社グループ従業員（以下、「従業員」という。）の福利厚生の充実を目的とした、「従業員持株Ｅ

ＳＯＰ信託」を導入しておりましたが、2021年３月をもって終了しております。 

（１）取引の概要 

当社が「山口フィナンシャルグループ従業員持株会」（以下、「当社持株会」という。）に加入する従業員のう

ち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は2017年３月から５年間にわたり当社持株会

が取得すると見込まれる数の当社株式を一括して取得し、その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株

会に売却した結果、2020年12月に全ての株式を売却し、2021年３月をもって終了しております。 

（２）信託に残存する自社の株式 

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しておりましたが、信託が保有する当社の株式を全て売却しているため、当事業年度末において、信

託に残存する当社株式はありません。 

（３）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 

2020年12月に全ての株式を売却し、2021年３月をもって終了しているため、当事業年度末における総額法の適

用により計上された借入金の帳簿価額はありません。 

（株式給付信託（ＢＢＴ）） 

当社は、当社及び当社子会社（当社グループ内銀行（山口銀行、もみじ銀行及び北九州銀行）及びワイエム証券、

本項目において以下同じ。）の対象取締役等が中長期的な当社グループの業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識

を高めることを目的とした、「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入しております。 

（１）取引の概要 

当社が拠出する金銭を原資として当社の普通株式を信託を通じて取得し、対象取締役等に対して、当社及び当

社子会社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を退任日時点

の株価で換算した金額相当の金銭を、信託を通じて給付いたします。 

（２）信託に残存する自社の株式 

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。 

当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額は805百万円、株式数は921千株であります。 

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い） 

    当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設されたグル

ープ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、

「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020

年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018

年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい

ております。 



［貸借対照表に関する注記］ 

１．有形固定資産の減価償却累計額 

社用資産の減価償却累計額 109百万円

賃貸資産の減価償却累計額 187百万円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権 6,953百万円

短期金銭債務 53,711百万円

長期金銭債務 4百万円

３．社債は全額が実質破綻時免除特約及び劣後特約付社債であります。 

［損益計算書に関する注記］ 

１．関係会社との取引高 

営業取引による取引高 

営業収益 12,706百万円

営業費用 3百万円

出向者人件費の受取 24,486百万円

営業取引以外の取引による取引高     

受取利息 0百万円

支払利息 275百万円

２．「雑収入」には、雇用調整助成金 153 百万円を含んでおります。 

３．「雑損失」には、投資事業組合等損失 175 百万円を含んでおります。 

４．債務保証損失は、従業員持株ＥＳＯＰ信託が借入債務を完済できず、当社が弁済した金額を計上しております。 

［株主資本等変動計算書に関する注記］

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数                     （単位：千株）

 当事業年度 

期首株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度 

末株式数 
摘要 

自己株式 

普通株式 10,559 7,160 549 17,171 (注１,２,３,４) 

合  計 10,559 7,160 549 17,171 

（注１）自己株式の増加株式数 7,160 千株は、市場買付による増加 7,159 千株、単元未満株式の買取による増加

１千株であります。 

（注２）自己株式の減少株式数 549 千株は、従業員持株ＥＳＯＰ信託から当社持株会への売却による減少 456 千

株、株式給付信託（ＢＢＴ）の権利行使による減少 84 千株、新株予約権の権利行使による減少８千株、

単元未満株式の買増請求による売渡による減少０千株であります。 

（注３）従業員持株ＥＳＯＰ信託所有の自己株式は、当事業年度期首株式数に 456 千株含まれております。なお、

信託が保有する当社の株式を全て売却しているため、当事業年度末において、信託に残存する当社株式は

ありません。 

（注４）株式給付信託（ＢＢＴ）所有の自己株式は、当事業年度期首株式数に 1,005 千株及び当事業年度末株式

数に 921 千株含まれております。 



［税効果会計に関する注記］ 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

賞与引当金                226 百万円 

退職給付引当金              122 百万円 

ソフトウエア               105 百万円 

税務上の繰越欠損金              60 百万円 

関係会社株式評価損             48 百万円 

株式給付引当金               32 百万円 

未払事業税                 16 百万円 

その他                   13 百万円  

繰延税金資産小計               626 百万円 

評価性引当額                 △ 130 百万円  

繰延税金資産合計                496 百万円 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金            54 百万円  

繰延税金負債合計                 54 百万円 

繰延税金資産の純額               441 百万円  



［関連当事者との取引に関する注記］ 

１．親会社及び法人主要株主等 

該当ありません。 

２．子会社及び関連会社等 

種類
会社等の 

名称 

議決権の所有

(被所有)割合

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額

(百万円)
科目 

期末残高

(百万円)

子会社

株式会社 

山口銀行 

所有 

直接100％ 

経営管理 

(注１) 

資産の賃貸 

役員の兼務 

出向者の転出

預金 

(注２) 

(平均残高)

10,637
現金及び預金 1,482

連結納税 671 未払金 671

資金借入 

(注２) 

(平均残高)

62,452
短期借入金 53,000

支払利息 

(注２) 
275 未払費用 13

システム利用料

の受取 

(注３) 

298
前受収益 185

長期前受収益 362

出向者人件費 

の受取(注４) 
11,596 未収入金 1,211

株式会社 

もみじ銀行 

所有 

直接100％ 

経営管理 

(注１) 

資産の賃貸 

役員の兼務 

出向者の転出

連結納税 748 未収入金 748

システム利用料

の受取 

(注３) 

214
前受収益 138

長期前受収益 293

出向者人件費 

の受取(注４) 
8,209 未収入金 852

株式会社 

北九州銀行 

所有 

直接100％ 

経営管理 

(注１) 

資産の賃貸 

役員の兼務 

出向者の転出

連結納税 1,431 未収入金 1,431

システム利用料

の受取 

(注３) 

86
前受収益 56

長期前受収益 124

出向者人件費 

の受取(注４) 
3,161 未収入金 341

ワイエム証券

株式会社 

所有 

直接60％ 
出向者の転出

出向者人件費 

の受取(注４) 
723 未収入金 63

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）経営管理は無償であり、手数料は徴求しておりません。 

（注２）一般の取引と同様な条件で行っております。 

（注３）子会社が使用している有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費と、それに付随する保守費相当額を受取っ

ております。 

（注４）出向契約に基づき、出向者に係る人件費相当額を受取っております。 

３．兄弟会社等 

該当ありません。 

４．役員及び個人主要株主等 

該当ありません。

［１株当たり情報に関する注記］ 

１株当たりの純資産額          1,556 円 68 銭 

１株当たりの当期純利益金額          9 円 06 銭 


